
「札幌市菊水分庁舎 AED」に関する質問及び回答 

 
 
 
 

質 疑 内 容 回  答 
仕様書 
「リース」とありますが、弊社は、ＡＥＤを含む高度管理

医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リ

ース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろ

しいでしょうか。 
 

 
ご認識のとおりです。 

仕様書 2 
「日本光電工業製 AED-3100」とありますが、遠隔監視

システムは必須の認識でよろしいでしょうか。 
遠隔監視システムが必須な場合は日本光電工業株式会社

が提供するＡＥＤリモート監視システムを利用して 1 日 1
回のＡＥＤ自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の

交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡

先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させ

ていただき、ＡＥＤの異常内容をお客様にご確認頂く運用

が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。 
また上記対応に加え、ＡＥＤの稼動状態（ＡＥＤ本体の故

障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポート提出

は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミ

ングを「毎月」「隔月」「年１回」からお教え頂けますでし

ょうか。 
なおレポートの提出はメールにて提出でよろしいでしょ

うか。 
また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善す

る場所を検討し、それでも 改善が難しい場合は、別途協

議するとの認識でよろしいでしょうか。 
 

 
仕様書上、遠隔監視システムは必須要件

としておりませんが、左記の機能が利用

できる場合は、契約者と協議の上、可能

であれば利用したいと考えております。 
なお、その際の運用については、左記の

とおりで問題ありません。 
 
 
 
左記のレポート提出については、特段不

要です。 
 
 
 
 
 
上記のとおり、遠隔監視システムは必

須要件としておりませんが、設置場所

の電波状況が悪い場合については、ご

認識のとおりです。 
仕様書 2 
「キャリングバッグ（YC-310V）」とありますが、 
デザインは異なりますが、機能は同じ(AED 本体、予備電

極パッド、レスキューキット収納)弊社製のキャリングケー

ス（AE-D3204）でもよろしいでしょうか。 
 

 
同等品で参加する場合は、規格の確認を

行いますので、指定された期日までに

「同等・規格確認書」及びカタログ等を

提出し、担当課の確認及び承認を受けて

ください。 



 
質 疑 内 容 回  答 

仕様書 3（2） 
「JRC 救急蘇生ガイドライン 2020 に対応していること」

とありますが、 
応札予定機器は、製造販売元からは以下を理由に JRC 蘇

生ガイドライン 2020 に対応している旨、報告を受けてお

ります。 
このような認識で間違いないでしょうか？ 
2021 年 7 月に発表された JRC 蘇生ガイドライン 2020（以

下「ガイドライン 2020」）の発表に伴い、弊社の「ガイド

ライン 2015」に対応機種（以下に示す「ガイドライン 2015
対応機器」のラベルが AED のフタに貼付されている装置）

につきましてはガイドライン 2020 に対応していることを

ご案内いたします。 
【ガイドライン 2020 に対応している理由】 
・GL2020 は GL2015 と比較して、アルゴリズム（救命の

一連の流れ）についての大きな変更がないこと 
・上記より基本的な AED の使用に関しては AED の機能・

性能・使用方法等に影響が及ぶ変更はないこと 

 
左記認識で問題ありません。 
 

仕様書 3（4） 
「心肺蘇生手順」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手

順はＡＥＤに付帯する簡易取扱説明書に図示され、ＡＥＤ

からは電源 ON から胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生

を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてく

ださい」、30 秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてくだ

さい」、さらに、心肺蘇生を始めてから約 2 分間が経過し

心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り 5
回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れれ

ばよろしいでしょうか。 
 

 
問題ありません。 
 

仕様書 7（1） 
消耗品について「交換」とありますが、新しい消耗品を設

置先に送付する運用でよろしいでしょうか。 

 

 
消耗品については、菊水分庁舎にて直接

交換いただく運用を想定しています。 

以上 


